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福岡市周辺エリアのタクシー運賃の改定審査を開始します

 

 九州運輸局は、福岡交通圏（福岡市とその周辺）における法人タクシー事業者の保有す

る車両数の７０％を超える事業者から運賃変更要請があったことを受け、運賃改定の必要

性を検討しておりましたが、検討の結果、福岡交通圏の運賃改定審査を開始することとし

ました。 

 

１．対象地域 

福岡市・大野城市・春日市・筑紫野市・太宰府市・古賀市・糸島市・筑紫郡・糟屋郡

 

２．運賃変更要請状況 

（１）要請の期間   平成２８年３月１８日～同年６月１７日（３ヶ月）

（２）要請事業者数       

（３）要請事業者の車両数 

（４）要請率       

 

３．運賃変更要請の概要 

（１）現在の中型車・小型車を普通車

（２）普通車の運賃（現在の小型車の運賃）

初乗距離１．６キロ（
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国土交通省九州運輸局

平成２８年１０月６
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性を検討しておりましたが、検討の結果、福岡交通圏の運賃改定審査を開始することとし
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平成２８年３月１８日～同年６月１７日（３ヶ月）

       ９９者（対象地域の法人事業者数

 ４，３３９両（対象地域の総車両数 ４，６４４両）

       ９３．４３％ 

の中型車・小型車を普通車に統合 

（現在の小型車の運賃） 

初乗距離１．６キロ（同じ） 初乗運賃６９０～７２０円（６７０円）

＜お問い合わせ先＞ 

九州運輸局 自動車交通部 旅客第二課 

  担当：関口 

電 話０９２－４７２－２５２７ 

ＦＡＸ０９２－４７２－３６１６ 

九州運輸局 

平成２８年１０月６日 
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９９者（対象地域の法人事業者数 １０５者） 

４，６４４両） 

初乗運賃６９０～７２０円（６７０円） 

 


